
 

 

 

 

 

 

 

 

 
橿原市長寿介護課 



 

１．介護の適正なご利用のために 

 
訪問介護は、40歳以上の国民が支払っている介護保険料をもとに運営している 

介護保険制度に準ずる福祉サービスということをご理解ください。 

 

訪問介護員は、ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画書に基づきサービスを  

提供するようお願いします。依頼された内容以外のサービス提供は、必要ありません。 

追加でサービスが必要となる場合は、再度計画書の見直しが必要となりますので、 

ケアマネジャーにご相談ください。 

 

訪問介護員は、介護福祉士等の必要な資格を保有し、ご利用者様のご自宅での自立 

自立した生活を支えるべく、自立支援という専門性をもってサービスを行います。 

 

生活援助とは、仮にご利用者様が介護などを要する状態が解消されたとしたならば、 

ご利用者様が自身で行うことが基本となる行為が生活援助サービスの範囲となります。 

 

訪問介護員は、調理や掃除などの生活援助、入浴やトイレ介助などの身体介護により、 

ご利用者様の心身の状況、生活環境、ご不安に思われていることを把握し、適切に 

ケアマネジャー等の関係機関へ報告することで情報の共有を行います。 

 

訪問介護のサービス提供にあたっては、介護保険制度により定められているルール 

があることをご理解ください。 
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２．訪問介護員が出来ないこと（事例） 

 ✿ 医療行為にあたる行為は出来ません。 

   

   訪問介護員は 

    医療行為や療養上の世話・診療上の補助 

                   は出来ません。 

   例）注射、褥瘡（床ずれ）の処置 

     摘便、巻爪など変形した爪の爪切り 

     医師の処方によらない医薬品使用の介助 

   

   ※ ご家族がされている医療行為でも訪問介護員 

     は出来ません。 

 

 医療行為にあたらない行為 

  体温測定、血圧測定（厚生労働省通知により使用が許可されている道具） 

   軽微な傷の手当（軽い切り傷、すり傷の処置） 

   爪切り（巻爪・糖尿病等の変形爪は不可）、 

   耳垢除去 

※専門職にご相談ください。   

    

※ ただし、医療行為にはあたらないが、 

  軟膏塗布（褥瘡の処置を含む）、湿布貼付、 

       点眼（目薬）、座薬、鼻腔粘膜への薬剤噴霧は、 

       医師、薬剤師、看護師の指導・助言が必要と 

       なります。 

 

※各事業所により基準が異なることもありますので、ご確認をお願いします。 

 

一定の条件の下で出来る医療行為。 

 

 医師の指示等一定の条件の下で、訪問介護員（ヘルパー） 

   も「たんの吸引」等が実施出来ます。   

   一定の条件とは 

    所定の研修受講、従業者の認定 

    実施事業所としての登録が必要となります。 
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✿直接本人の援助に該当しない行為は出来ません。 

    

   

    介護保険制度上、 

原則として介護保険を申請され、 

事業所と契約されたご利用者様にのみ 

サービスは行うことが出来ます。 

 

 

※ご利用者様以外のご家族へのサービス 

        は制度上、不適切とされ出来ません。 

       ご理解をお願いいたします。 

 

 

 

    例）ご利用者様の居室の掃除 等   

出来ます。 

       

ご利用者様以外のご家族の居室の掃除 等 

                      出来ません。  

 

      ご利用者様分の買い物・料理 等 

                      出来ます。 

 

      ご利用者様以外のご家族の分の買い物・料理 等 

                      出来ません。 

 

      ご利用者様とご家族の共有スペースの掃除、または共有する買い物、料理 等 

           条件次第では出来ます。 

 

     条件とは 

        ご家族等が障がい、疾病のため家事を行うことが困難な場合で、 

        ケアマネジャー等が開く担当者会議等で検討され、必要と判断 

        された場合、もしくは有料サービスご利用者様の場合。 

 

ご利用者様 



４ 

 

 

✿大掃除・模様替え・窓のガラス磨き 他 
 

   「日常生活の援助」に該当せず、 

    日常的に行われる家事の範囲を 

    超える行為に当たりますので 

    出来ません。 

   

   ※「日常生活の援助」とは… 

    ご利用者様の日々の生活において必要 

    な援助を指します。 

    大掃除・模様替え・ガラス拭き等は、 

「日常生活の援助」には該当しません。 

    ご理解をお願いいたします。 

 

   その他 

    「日常生活の援助」に入らない行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

その他、プロの業者がするようなコンロの油汚れをキレイに取り除く、冷蔵庫の中身を 

出してスミズミまでキレイに拭く、床にワックスをかけたり、網戸の掃除、排水溝の掃除、 

特殊な洗剤で磨くなどの専門的な掃除も介護保険制度上出来ません。 

 

※訪問介護員は清掃のプロではありませんので、本格的な清掃をご希望 

される場合は、清掃業者のご活用をオススメします。 

 

大掃除 

模様替え 

窓拭き 

花木の水やり 車の洗浄 ペットの世話 

正月・節句等 

特別な調理 

草取り 

踏み台を使う

蛍光灯交換等 

植木の剪定 

等の園芸 

来客対応 
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✿訪問介護員は預金通帳・カード類はお預かり出来ません。 

 

 

 

 

 

✿訪問介護員の車にはご利用者様を乗せることは出来ません。 

 

 

 

 

 

 

✿訪問介護員が訪問に行かせていただく場合の駐車場について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護員は、ご利用者様から預金通帳やカードを

お預かりして、預貯金の引き出しや入金をすること

は出来ません。 

ただし、ご利用者様と一緒に銀行等に行って上記を

行うことは可能です。 

 

訪問介護員の車にご利用者様を乗せて買い物や目的

地にお送りすることは認められていません。訪問介

護員と一緒に買い物等に行く場合は公共交通機関

（バス、タクシー）をご利用ください。 

 

※病院の付き添いなどで介護タクシーをご利用に 

なられる場合は現地集合になります。 

詳しくは、P．９をご参照ください。 

訪問介護員（ヘルパー）は、主に車を使い、訪問や買い物に

行かせていただきます。必ず駐車場が必要になりますので、

駐車場の準備は、ご利用者様にてお願いします。 

 

駐車許可証については、 

橿原警察署 交通課 企画規制係（0744-23-0110） 

へお問い合わせください。 
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✿買い物支援ではお酒､煙草､市販薬は購入出来ません。 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✿買い物支援の際に、訪問介護員が料金を立替えることは出来 

ません。 

 

 

 

 

 

  
 

訪問介護員の支援の一つが生活援助 

の中の買い物支援ですが、日常生活上

において必要最低限の買い物になりま

す。よって、お酒、煙草等は嗜好品と

みなし、訪問介護員が購入することは

出来ません。 

市販薬は明確な規定はありませんが、

病院の処方薬と市販薬の飲み合わせに

より重篤な状況を招く可能性もあるこ

とから一般的には不適切とされていま

す。そのため、市販薬の購入は出来 

ませんので、ご理解をお願いいたし 

ます。 

アルコール類 

煙草 

風邪薬などの 

市販薬 嗜好品 

訪問介護員は必ず、ご利用者様宅を訪問し、買い物の 

有無を尋ね、代金をお預かりしてから買い物代行に向 

かいます。 

訪問前に買い物に行き、訪問介護員が代金を立替え、購

入してからご自宅に訪問することは出来ません。 

ご理解をお願いいたします。 
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✿消費期限切れの食材・調味料を使っての調理は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

✿訪問介護員はプロの調理師ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護員がご利用者様宅で行う調理支援は、 

一般家庭における「日々の家庭料理レベル」の支援 

になります。手間のかかる料理や多国籍料理等は 

「日々の家庭料理」には該当せず、また正月料理 

（おせち等）等の行事食も該当いたしません。また、 

栄養士のようにカロリー計算や綿密な栄養管理が必要な 

食事作りは出来ません。 

※ただし、管理栄養士等による訪問管理栄養指導により在宅における

訪問介護員への栄養指導がある場合は可能です。 

 

 場合は可能です。 

 

※最近は配達サービスが流行しております。訪問介護員が

出来ない料理や正月料理に加え、より専門的な栄養を考

えた食事を求められるならば、各種デリバリーサービス

や宅配弁当のご利用をオススメします。 

※よくある事例 

 料理におけるご利用者様の常識と個々の訪問介護員の常識が 

違う場合があります。 

 例）調味料や調理手順など 

 ご自身の好みや調理法は訪問介護員にしっかりお伝えください。 

 

消費期限切れの食材・調味料等を使った調理を、

「そのぐらいなら大丈夫！」とご希望される場合が

ございます。衛生管理・責任問題上、消費期限切れ

の食材・調味料を使った料理はお断りさせて頂きま

す。 
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✿訪問介護員の調理にはご利用者様宅の調理道具を使用させて 

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

✿訪問介護員が食材・調味料を持参することはできません。 

 

 

 

 

 

 

✿訪問介護員が時間内に作ることが出来る料理数でお願いし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

調理に使う調理道具はご利用者様のご自宅に 

ある物を使用させていただきます。 

ご自身で調理道具を揃えることが難しい場合 

は訪問介護員が買い物代行して準備することも可

能です。 

※訪問介護員の時間は限られています。円滑な 

サービスを行うため、スライサーや電子レンジ 

等の調理器具を使って時間の短縮をすることが 

あります。 

 ご理解をお願いいたします。 

 

調理に使う食材・調味料を訪問介護員が持ってくることはあり 

ません。ご利用者様宅にあるもので調理いたします。 

調理支援のみを必要とされている方は食材等の準備をお願い 

します。自ら赴いての買い物が困難な方は、 

スーパーマーケット等の配達サービスをご利用になり、食材等 

の準備をお願いします。 

上記２つが困難な方は、訪問介護員の行う買い物サービスと複合でご利用

の上、調理支援をさせていただきますが、限られたお時間の上ということ

をご理解ください。 

訪問介護員の滞在時間には限りがあります。そのため

料理の品数も、メニューによっては１品程度になる可

能性も十分あります。時間内には後片付けや記録も含

まれますことをご理解ください。ご利用者様には、 

訪問介護員が決められた時間内にサービスが終了 

できるメニューを考慮していただきますようご理解 

とご協力をお願いいたします。 
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３．介護保険が適用されるタクシーを利用するには？ 
介護保険適用のタクシーを利用できるのは、要介護１～５の認定を受けた方です。 

要支援１・２の方は、対象ではないため、利用できません。 

※「介護タクシー」は通称で、法律上規定されている名称ではありません！ 

 

◎ 利用料金の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ サービス利用の流れ 

「通院等乗降介助」を利用できるかケアマネジャーに確認します。 

利用する場合は、ケアプランに目的地や必要な介助、スケジュールを組み込みます。 

介助の範囲はケアプランで決まるため、利用目的をケアマネジャーにしっかり伝えること 

が大切です。 

 

◎ サービス利用時の注意点 

介護保険適用のタクシーを利用できる範囲は「日常生活上または社会生活上必要な行為に 

伴う外出」に限られています。 

仕事や趣味、旅行は日常生活上の範囲外となり、利用は出来ません。 

例）・病院への通院 ※病院内の付き添いは、原則出来ません。 

    ・補装具や補聴器など、本人が現地に行く必要がある調整や買い物 

 ・預貯金の引き下ろし  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険部分 

移送 

タクシー運賃 
 

介護保険部分 

【基本介助（乗降介助）】 【乗車前介助】 【降車後介助】 

介助にかかる費用は・・・ 

「通院等乗降介助」では、自己負担１割で１回約１００～３００円になります。 

なお、行きと帰りでそれぞれ１回分としてカウントされます。 

（実 費） 
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